
○

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

第
十
三
条
の
四

（
略
）

第
十
三
条
の
四

（
略
）

（
令
第
十
六
条
の
二
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
の
区
域
）

（
新
設
）

第
十
三
条
の
五

令
第
十
六
条
の
二
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
の
区

域
は
、
森
林
法
第
三
十
条
若
し
く
は
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た

保
安
林
予
定
森
林
の
区
域
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安

施
設
地
区
又
は
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
に
予
定
さ
れ
た
地
区
と
す
る
。

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）


